
介護保険サービス 自立支援サービス 

・介護老人福祉施設 
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・施設入所支援（障害者入所施設） 

・訪問介護 
 

・障害児入所支援（福祉型障害児施設） 
 

・訪問入浴介護 
・通所介護 
・特定施設入居者生活介護 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
・夜間対応型訪問介護 
・認定証対応型通所介護 
・小規模多機能型居宅介護 
・認知症対応型共同生活介護 
・地域密着型特定施設入居者生活介護 
 
・地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障害者等包括支援 

・短期入所（医療型短期入所を除く。） 
・共同生活介護（ＣＨ） 
・共同生活援助（ＧＨ） 
・自律訓練（生活訓練・宿泊型自立訓練） 
・就労移行支援 
・就労継続支援Ａ型 
・就労継続支援Ｂ型 
・児童発達支援 
 （主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。） 
・放課後等デイサービス 
 （主たる対象とする障害が重症心身障害である場合を除く。） 

・訪問看護 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型に限る。） 
 
 

・複合型サービス 
 ・生活介護 

 

・移動支援事業 
・地域活動支援センターを経営する事業 
・福祉ホームを経営する事業 
・訪問入浴サービス事業 
・身体障害者自立支援事業 
・生活訓練等事業 
・日中一時支援事業 
・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 
 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

訪問看護指示料 

日常生活継続 
支援加算 

特定事業所加
算（Ⅰ）・（Ⅲ） 

看護・介護職員
連携強化加算 

重度障害者支
援加算（Ⅰ） 

重度障害児支
援加算 

特定事業所加
算 

喀痰吸引等支
援体制加算 

医療連携体制
加算（Ⅲ・Ⅳ） 

人員配置体制
加算（Ⅰ・Ⅱ） 

診療報酬 

介護給付費 

介護給付費・訓練等給付費・障害児入所給付費・障害児通所給付費 

※黒字：算定要件を改正  赤字：新設 

喀痰吸引等関係報酬 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

介護職員等喀痰
吸引等指示料 

訪問看護指示料 


